
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出

（
自
治
振
興
課
）

一

�
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

（

〃

）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

二

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

公

告

�
土
地
改
良
区
連
合
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（
土
地
改
良
課
）

�
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
監
督
処
分

（
土
木
監
理
課
）

�
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

（

〃

）

三

�
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

（

〃

）

�
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
三
件
）

（
都
市
計
画
課
）

�
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（

〃

）

監
査
委
員
公
表

�
監
査
結
果
の
公
表

四

人
事
委
員
会
規
則

�
香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

�
人
事
委
員
会
事
務
局
長
に
対
す
る
事
務
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
坂
出
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
坂
出
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第２６号

平 成１５年

４月４日（金曜日）

告

示

位

置

面

積

坂
出
市
瀬
居
町
字
竹
ノ
浦
七
一
五
の
一
、七
二
一
、七
二
二
、

七
二
八
、
九
〇
七
、
九
〇
八
、
九
一
〇
及
び
九
一
三
か
ら
九

一
六
ま
で
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

二
、
七
三
四
・
五
九
平
方
メ
ー
ト

ル

上

欄

下

欄

坂
出
市
瀬
居
町
字
竹
ノ
浦

坂
出
市
瀬
居
町
字
竹
ノ
浦
七
一
五
の
一
、
七
二
一
、
七
二
二
、

七
二
八
、
九
〇
七
、
九
〇
八
、
九
一
〇
及
び
九
一
三
か
ら
九

一
六
ま
で
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

指

定

年

月

日

名

称

開
設
者

所

在

地

平
成
一
四
、
一
二
、
一

中
山
薬
局

中
山

ト
ミ
ヱ

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西
三
〇
五

一－

一

平
成
一
五
、
一
、
二
三

清
水
讃
成
堂
薬

局

有
限
会
社
タ
キ

薬
局

大
川
郡
大
内
町
三
本
松
一
七
一
二

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
四
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五

日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

田
ノ
浦
坂
手
港
線
（
二
四
九
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
公
告
二
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八

条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
川
沿
岸
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

戸
田

清
則

高
松
市
前
田
西
町
七
六
四
番
地

平
成
一
四
、
一
二
、
二
〇

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
建
設
業
者
の

監
督
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
そ
の
者
の
建
設

業
法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
番
号

１

商
号

有
限
会
社
川
波
建
設

２

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

木
田
郡
三
木
町
大
字
井
上
一
八
八
四
番
地
一

３

代
表
者
の
氏
名

川
波

昌
巳

４

許
可
番
号

香
川
県
知
事
許
可
（
般－

十
四
）
第
五
九
八
五
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
三
日

ま
で
の
十
日
間
、
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
ず
る
。

公

告

廃

止

年

月

日

名

称

開
設
者

所

在

地

平
成
一
四
、
一
一
、
三
〇

中
山
薬
局

中
山

ト
ミ
ヱ

さ
ぬ
き
市
大
川
町
富
田
西
三
一
〇

三－

一

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
内
海
町
田
浦
字
切
谷
甲
一
六
〇

番
四
地
先
か
ら

小
豆
郡
内
海
町
田
浦
字
切
谷
乙
六
八
五

番
二
地
先
ま
で

前

三
・
八

〜八
・
六

一
一
八

道
路
改
修
事

業
に
よ
る
現

道
拡
幅

後

八
・
六

〜
一
九
・
八

一
一
八

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

二



四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

有
限
会
社
川
波
建
設
及
び
同
社
の
前
代
表
取
締
役
は
、
み
だ
り
に
、
平
成
十
三
年
十
月
二
日
こ
ろ
、

三
木
町
の
山
林
に
お
い
て
、
同
社
な
ど
が
請
け
負
っ
た
焼
損
倉
庫
の
除
去
作
業
に
伴
い
発
生
し
た
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
破
片
、
モ
ー
タ
ー
な
ど
の
産
業
廃
棄
物
を
捨
て
た
と
し
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
違
反
に
よ
り
、
平
成
十
四
年
九
月
十
九
日
に
高

松
地
方
裁
判
所
か
ら
、同
社
に
つ
い
て
は
罰
金
四
〇
〇
万
円
、前
代
表
取
締
役
に
つ
い
て
は
懲
役
一
年
（

執
行
猶
予
三
年
）
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
一
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国

土
地
理
院
長
か
ら
次
の
基
本
測
量
を
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

基
本
測
量
（
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
修
正
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
四
年
四
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
二
十
日
ま
で

三

作
業
地
域

丸
亀
市

善
通
寺
市

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
二
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
、
広
島
防
衛
施
設
局
長
か
ら
次
の
公
共
測
量
を
平
成
十
五
年
二
月
二
十
五
日
終
了
し
た
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

作
業
種
類

公
共
測
量
（
施
設
測
量
）

二

作
業
期
間

平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
地
域

善
通
寺
市
善
通
寺
町
字
田
尾

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
三
号

大
内
町
よ
り
大
内
都
市
計
画
用
途
地
域
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
四
号

大
内
町
よ
り
大
内
都
市
計
画
臨
港
地
区
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
五
号

飯
山
町
よ
り
飯
山
都
市
計
画
用
途
地
域
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
香
川
県
土
木
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
六
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
飯
野
町
東
分
字
中
原
一
一
〇
七－

一
、
一
一
〇
七－

四
、
一
一
〇
七－

五
及
び
一
一
〇
八－

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

三



六
二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
松
市
古
新
町
八
番
地
一

新
日
本
石
油
株
式
会
社

四
国
支
店

支
店
長

山
縣

由
起
夫

●
香
川
県
公
告
第
二
百
二
十
七
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
宇
多
津
町
字
長
縄
手
七
六
八－

三
及
び
七
六
八－

四

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

綾
歌
郡
宇
多
津
町
七
六
九
番
地

小
林

正
美

監
査
委
員
公
表

（第
４３８
号

）

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
１７
号

�
地
方
自
治
法

（昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号

）第
１９９
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
監
査
を
実
施
し
た
の
で

同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
�
そ
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
�

平
成
１５
年
４
月
４
日

香
川
県
監
査
委
員

松
本

康
範

同
篠

原
公

七

同
石

川
�

治

同
広

瀬
員

義

１
監
査
対
象
部
局

公
安
委
員
会

２
監
査
対
象
年
度

平
成
１４
年
度

３
監
査
の
概
要

監
査
対
象
機
関

監
査
年
月
日

機
動
警
ら
課

平
成
１５
年
１
月
１６
日

交
通
機
動
隊

〃

運
転
免
許
課

〃

警
察
学
校

〃

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

〃

坂
出
警
察
署

〃

高
松
北
警
察
署

平
成
１５
年
１
月
１７
日

高
松
南
警
察
署

〃

琴
平
警
察
署

〃

善
通
寺
警
察
署

〃

長
尾
警
察
署

平
成
１５
年
１
月
２０
日

大
内
警
察
署

〃

機
動
隊

〃

綾
南
警
察
署

〃

捜
査
第
一
課

平
成
１５
年
２
月
３
日

捜
査
第
二
課

〃

鑑
識
課

〃

科
学
捜
査
研
究
所

〃

公
安
課

〃

警
備
課

〃

生
活
安
全
企
画
課

平
成
１５
年
２
月
４
日

生
活
保
安
課

〃

地
域
課

〃

通
信
指
令
課

〃

交
通
企
画
課

〃

交
通
指
導
課

〃

交
通
規
制
課

〃

総
務
課

平
成
１５
年
２
月
６
日

監
査
委
員
公
表

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

四



企
画
課

〃

人
事
課

〃

監
察
課

〃

会
計
課

〃

厚
生
課

〃

情
報
管
理
課

〃

志
度
警
察
署

平
成
１５
年
２
月
２６
日

高
松
東
警
察
署

〃

土
庄
警
察
署

〃

内
海
警
察
署

〃

丸
亀
警
察
署

〃

多
度
津
警
察
署

〃

高
瀬
警
察
署

〃

観
音
寺
警
察
署

〃

４
監
査
の
結
果

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
�
そ
の
他
の
軽
微
な
事
項
に
つ
い
て
は
�
そ

の
都
度
関
係
機
関
に
口
頭
に
よ
り
指
導
を
行
っ
た
�

予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
�
今
後
と
も
厳
正
か
つ
効
率
的
な
執
行
に
留
意
す
る
よ
う
要
望
し
た
�

�
指
摘
事
項

該
当
事
項
な
し

�
指
導
注
意
事
項

ア
証
紙
収
入
に
つ
い
て

，

，

仮
運
転
免
許
試
験
手
数
料

（１
件
に
つ
き
２
０５０
円

）２
件
に
つ
い
て
種
目
別
に
分
類
及
び
整

理
す
る
際
に
仮
運
転
免
許
証
交
付
手
数
料

（１
件
に
つ
き
１
２００
円

）と
錯
誤
し
処
理
し
た
た
め

証
紙
収
納
簿
の
件
数
及
び
収
納
金
額
を
誤
り
�
こ
れ
に
基
づ
く
証
紙
収
納
報
告
も
同
様
に
誤
っ
た

も
の
と
な
っ
て
お
り
�
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
�

（高
松
北
警
察
署

）

イ
通
勤
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

自
動
車
で
通
勤
す
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
支
給
に
当
た
り
�
通
勤
距
離
の
認
定
を
誤
っ
て
い
る

も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
の
で
�
精
査
の
う
え
正
当
額
と
の
差
額
分
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
�

（坂
出
警
察
署

）

�
検
討
指
示
事
項

扶
養
手
当
認
定
手
続
に
つ
い
て

別
居
の
親
を
扶
養
親
族
と
す
る
場
合
に
は
�
所
得
証
明
書
等
同
居
の
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
書

類
に
加
え
�
別
居
の
理
由
及
び
扶
養
の
方
法
を
記
載
し
た
書
類
の
提
出
を
求
め
審
査
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
が
�
運
用
上
の
要
件
で
あ
る
親
へ
の
仕
送
り
額
が
親
の
収
入
額
全
体
の
３
分
の
１
以
上

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
支
給
要
件
の
確
認
方
法
を
整

備
し
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
�

（人
事
課

）

香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則（
昭
和
四
十
一
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
知
事
の
事
務
部
局
の
項
中
「
次
長
」
の
下
に
「
、
政
策
調
整
監
」
を
加
え
、
「
エ
コ
タ
ウ
ン

推
進
主
幹
」
を
「
適
正
処
理
推
進
主
幹
」
に
、
「
政
策
課
及
び
行
政
企
画
課
の
室
長
補
佐
、
政
策
課
の
政

策
、
予
算
又
は
労
働
関
係
の
事
務
を
担
当
す
る
副
主
幹
、
法
務
文
書
課
の
政
策
法
務
又
は
法
規
関
係
の
事

務
を
担
当
す
る
副
主
幹
」
を
「
法
務
文
書
課
の
政
策
法
務
又
は
法
規
関
係
の
事
務
を
担
当
す
る
課
長
補
佐
、

政
策
課
の
室
長
補
佐
、
政
策
課
の
政
策
又
は
予
算
関
係
の
事
務
を
担
当
す
る
副
主
幹
」
に
改
め
、
同
表
議

会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
次
長
」
を
「
事
務
局
次
長
」
に
改
め
、
「
係
長
」
の
下
に
「
及
び
主
査
」
を
加

え
、
同
表
人
事
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
課
長
」
を
「
事
務
局
次
長
」
に
、
「
係
長
」
を
「
主
任
」

に
改
め
、
同
表
監
査
委
員
の
事
務
部
局
の
項
及
び
地
方
労
働
委
員
会
の
事
務
部
局
の
項
中
「
課
長
」
を
「

事
務
局
次
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
東
京
事
務
所
の
項
中
「
、
主
幹
」
を
削
り
、
同
表
環
境
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

人
事
委
員
会
規
則

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

五



古紙配合率70％�
白色度72％再生紙を使用しています�

別
表
第
二
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
及
び
中
讃
保
健
所
の
項
中
「
次
長
」
の
下
に
「
、
主
幹
」
を
加
え
、

同
表
中
計
量
検
定
所
の
項
か
ら
高
等
技
術
学
校
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
森
林
セ
ン
タ
ー
の
項
及

び
林
業
事
務
所
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
事
務
局
長
に
対
す
る
事
務
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
五
年
四
月
四
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長

武

田

安

紀

彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

人
事
委
員
会
事
務
局
長
に
対
す
る
事
務
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
事
務
局
長
に
対
す
る
事
務
委
任
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規

則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
五
号
�
中
「
第
七
条
第
一
項
第
六
号
」
の
下
に
「
又
は
第
七
号
」
を
加
え
、
同
号
	
中

「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

森
林
セ
ン
タ
ー

所
長

林
業
事
務
所

所
長

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
、
次
長
、
発
酵
食
品
研
究
所
長
、
総
務
課
長

計
量
検
定
所

所
長

高
等
技
術
学
校

校
長
、
副
校
長（
高
松
高
等
技
術
学
校
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
）、

総
務
課
長
（
高
松
高
等
技
術
学
校
に
置
か
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

栗
林
公
園
観
光
事
務
所

所
長
、
主
幹
、
総
務
課
長

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
五
年
四
月
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
五
年
四
月
四
日

（
第
九
〇
一
八
号
）

六


